
                          新旧対照表                           （別紙５） 

【関税暫定措置法基本通達（昭和 48 年８月 15 日蔵関第 1150 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 改正後 改正前 

第 11 節 特恵関税等 

 

（少額貨物についての原産地の認定等） 

８の２－４の２ 令第 27 条第１項第２号、第３号及び第２項に規定する用

語の意義及び取扱いについては、次による。 

⑴ 令第 27 条第１項第２号に規定する ｢課税価格の総額｣とは、１の輸入

申告等（特例申告を含む。以下この項において同じ｡）又は関税法第 76

条第３項の規定による１の提示に係る特恵関税等の適用を受けようと

する物品の課税価格の合計額をいう。この場合において、１の輸入申告

等とは１荷受人が１荷送人から一時に輸入する物品（蔵入申請等がされ

る物品を含む。以下この項において｢輸入物品｣という｡）に係る輸入申

告等をいい、１仕入書による輸入物品を分割して２以上の輸入申告等を

行った場合には１の輸入申告等が行われたものとして（ただし、１仕入

書による輸入物品を分割した２以上の輸入申告等であって、並存する相

異なる種類の税率（例えば、特恵税率と関税法基本通達３－２⑵に規定

するＥＰＡ税率）の適用を各々に求めるものを行った場合には、当該並

存する相異なる種類の税率のうちのいずれか一つを適用する１の輸入

申告等が行われたものとして）処理するものとし、同項の提示について

もこれに準ずる。 

⑵ 令第 27 条第１項第３号に規定する「特恵受益国原産品であることを

確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるも

の」とは、関税法第７条の２第１項に規定する特例委託輸入者に係る特

例申告貨物の輸入申告において、当該輸入申告の依頼を受けた認定通関

業者が原産地証明書の確認を的確に行っていないことその他の理由に

より関税の徴収の確保に支障があると認められる場合をいう。 

⑶ 令第 27 条第２項に規定する「物品の種類、商標等」とは、当該物品

の種類、性質、形状又はそれに付された商標、生産国名、製造者名等を

いい、「その他の書面」とは、郵便に関する条約に基づく税関票符（グ

リーン･ラベル）をいい、「その他の書類」とは、メーカーズ･インボイ

ス、売買契約書、注文請書、船荷証券、保険証券、船積案内状、カタロ

グ等の書類をいい、これらの書類の写しを含むものとする。 

 

第 11 節 特恵関税等 

 

（少額貨物についての原産地の認定等） 

８の２－４の２ 令第 27 条第１項第２号及び第２項に規定する用語の意義

及び取扱いについては、次による。 

⑴  ｢課税価格の総額｣とは、１の輸入申告等（特例申告を含む。以下こ

の項において同じ｡）又は関税法第 76 条第３項の規定による１の提示に

係る特恵関税等の適用を受けようとする物品の課税価格の合計額をい

う。この場合において、１の輸入申告等とは１荷受人が１荷送人から一

時に輸入する物品（蔵入申請等がされる物品を含む。以下この項におい

て｢輸入物品｣という｡）に係る輸入申告等をいい、１仕入書による輸入

物品を分割して２以上の輸入申告等を行った場合には１の輸入申告等
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理するものとし、同項の提示についてもこれに準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 「物品の種類、商標等」とは、当該物品の種類、性質、形状又はそれ

に付された商標、生産国名、製造者名等をいう。 

 

 

 

 

⑶ 「その他の書面」とは、郵便に関する条約に基づく税関票符（グリー



新旧対照表 

 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 改正後 改正前 

ン･ラベル）をいう。 

⑷ 「その他の書類」とは、メーカーズ･インボイス、売買契約書、注文

請書、船荷証券、保険証券、船積案内状、カタログ等の書類をいい、こ

れらの書類の写しを含む。 

 


